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令和６年度（２０２４年度）診療報酬改定に係る要望書【第２報】 

 

 

現在、全国の病院はコロナ診療と一般診療の両立が求められる WITHコロナ時代

の地域医療を提供するために、さまざまな努力を行っています。 

しかし、この１年で、病院の経営環境は大きく変化しております。光熱費の高

騰に加え、給食委託費を含む委託費の上昇、諸物価の上昇により、医療提供コス

トの大幅な上昇が続き病院経営はひっ迫しています。また、諸物価の上昇に対応

するため医療従事者への処遇の改善も喫緊の課題となっています。 

医師の働き方改革、医療 DXの推進、感染症対策など、病院が対応をしていかな

ければならない課題が山積しています。日本病院団体協議会は介護報酬改定、障

害福祉サービス等報酬改定と同時に行われる令和６年度の診療報酬改定において

春の要望書とともに、改めて以下の１２項目を要望します。  



１.  入院基本料の引き上げ 

エネルギーコストの上昇、物価上昇など医療提供コストの上昇に対応し、か

つ医療従事者に対する適切な処遇改善を実現するために、すべての入院基本料

の大幅な引き上げを要望します。 

 

 

２.  適切な食事療養費の設定 

入院時食事療養費は、過去２０年間以上にわたり一食６４０円と据え置かれて

います。食材費、光熱費の高騰や人件費の増加により、近年、ほとんどの病院の

給食部門は赤字に陥っており、やむを得ず食材費の厳しい削減等をせざるを得な

い状況にあります。高齢者の入院が増加している我が国において、入院中に適切

な食事を提供することは患者のＡＤＬを維持・改善するためにも非常に重要です。   

入院時食事療養費の適切な水準への引き上げを、強く要望します。 

 

 

３.  病棟における介護専門職の評価 

近年、病院に入院する患者の高齢化が顕著となり、介護が必要な割合が急増し

ています。今後ますます増え続ける高齢患者に対応していくためには、病院内で

介護業務を担うスタッフの確保が不可欠です。しかし現状、病院における介護職

は看護補助者と位置づけられ、国家資格を持った介護福祉士など専門職がやりが

いを持ち専門性を発揮し働くことが難しく、病院内の介護人材の確保は非常に困

難を極めています。病院医療において、適切に介護専門職が位置づけられ評価さ

れるよう要望します。 

 

 

４.  病院におけるＩＣＴ推進のための評価 

現在、国が進めている医療ＤＸの推進は、今後の我が国における効率的な医療

提供体制の構築に非常に重要です。しかし病院における電子カルテ、オンライン

資格確認システム、電子処方箋システムなどの導入・維持管理等は、病院にとり

経営的にも大きな負担となっています。また、昨今のサイバー攻撃へ対応するた

めのサイバーセキュリティー体制の構築にも、多額の費用がかかります。改めて、

病院におけるＩＣＴ推進のための適切な評価を要望します。 

 

 

５.  急性期入院医療におけるリハビリテーションの充実 

現在、中医協総会および分科会において、高齢者の入院の在り方が議論され

ており、急性期入院医療における早期のリハビリテーションの重要性が指摘さ

れています。患者を早期に回復期や慢性期機能の病床へ移動することも重要で

すが、入院中に高齢者のＡＤＬを維持することも同じく重要です。ＡＤＬ維持

向上等加算のさらなる評価や、疾患別リハビリテーション料との併算定化な

ど、急性期入院医療においてのリハビリテーションの充実を要望します。 

 



６.  急性期病院からの、後方支援病院への転送の評価 

高齢者の救急搬送が急増している中、高次の急性期病院への高齢者の入院も

増加しています。しかし、その中には、地域の後方支援病院での療養で対応可

能な患者も存在します。地域における病院の機能分化と連携を推進するため、

救急外来で対応した患者を後方支援病院に転送する際に、直接救急外来からの

外来転送と、入院してからの転送に対しての評価を要望します。 

 

 

７.  地域医療体制確保加算の新たな評価の新設 

現在の地域医療体制確保加算の算定要件は、救急車の搬送件数が２，０００

件以上とされています。しかし、地域により要件を満たすことが困難な地域が

存在すること、また今後増加する高齢者救急に対応する地域包括ケア病棟を中

心とする中小の病院が地域の救急医療体制を確保していくためにも、救急搬送

１，０００件以上２，０００件未満でも算定可能な加算２と、５００件以上

１，０００件未満でも算定可能な加算３の新設を要望します。 

 

 

８.  薬剤費が包括される病棟における高額薬剤の除外薬剤の新設 

  地域の回復期機能を担う後方支援病院は、ほとんどが地域包括ケア病棟や回

復期リハビリテーション病棟、医療療養病棟など薬剤費が包括される特定入院

料の病棟となっています。高齢患者を急性期病院からの早期の転院をすすめる

際に、高額薬剤を使用している患者では、受け入れがスムーズに進まない現状

があります。昨今、高額薬剤を内服している患者も増加していることを考慮

し、これら薬剤費が包括化されている入院料において、高額薬剤の除外制度の

新設や特定入院料の大幅な引き上げを要望します。 

 

 

９. 高額医薬品の管理に関する評価の新設 

昨今の高額医薬品は、使用に至るまでの適切で慎重な薬剤保管（低温フリーザ

の使用）、解凍作業等が必要な事が多く、医療機関は管理コストと当該薬剤の使用

不能・破損リスクを負うばかりか、なんらかの理由により投与中止となった場合、

病院が当該薬品費を負担しなければなりません。医薬品の価格設定は薬価にて定

められており、自助努力ではカバーできないことから、高額医薬品の管理に関す

る評価を要望します。 

 

  

１０. 夜間休日救急搬送医学管理料、院内トリアージ加算の再診症例での算定 

地域の救急医療体制を維持することがますます重要になっている中、現在、上

記点数は初診症例に算定が限定されています。しかし病院は初診症例だけに救急

医療を提供しているわけではありません。、救急医療に対する評価を充実するた

め初診症例とは異なる疾病での再診においては算定を可能とするよう要望しま

す。 



１１. 精神科における地域包括ケアシステムの推進に資する入院料の新設 

精神科における地域包括ケアシステムの推進のためには、入院から退院後に至

るまで切れ目のない医療および地域定着支援を行う体制が必要です。しかしその

体制の構築は道半ばであり、特に入院において不十分であるため、精神科におけ

る地域包括ケアシステムの推進に資する入院料の新設を要望します。 

 

 

１２. 入退院支援加算、入院時支援加算の見直し 

本加算は、早期の退院支援を進める上で非常に効果的です。しかし現在の点数

は、支援業務を行う人的コストを考慮すると過少であり、専従人員の確保も困難

な状況にあります。現在の算定要件に見合うような加算の増点、または専従要件

を緩和する等の見直しを要望します。 

また入院時支援加算は、予定入院患者のみ算定可能ですが、もっとも入院時に

労力が発生するのは救急入院等の当日入院患者です。入院時支援加算をより広く

算定できるよう、算定要件の見直しを要望します。 

 

以上 

 


